
７
月
の

家
族
介
護
教
室

▽
日
時
・
会
場
・
問
い
合
わ
せ

先
な
ど　
左
の
表
の
通
り
。

▽
対
象　
要
介
護
高
齢
者
を
介

護
し
て
い
る
家
族
な
ど
。

問
高
齢
福
祉
課
☎（
632
）２
３
５

７
楽
し
も
う

茂
原
健
康
交
流
セ
ン
タ
ー

各
種
講
座

1
社
交
ダ
ン
ス
教
室
（
初
級
）

▽
日
時　
７
月
６
・
13
・
20
日
、

午
前
10
時
～
正
午
。

▽
内
容　
社
交
ダ
ン
ス
の
基
礎

と
応
用
。

▽
定
員　
各
先
着
30
人
。

2
笑
い
ヨ
ガ
教
室

▽
日
時　
７
月
１
・
15
日（
金
）、

午
前
10
時
30
分
～
11
時
30
分
。

▽
内
容　
笑
い
の
体
操
と
ヨ
ガ

の
呼
吸
法
を
組
み
合
わ
せ
た
新

し
い
エ
ク
サ
サ
イ
ズ
。

▽
定
員　
各
先
着
25
人
。

3
エ
ア
ロ
ビ
ク
ス
教
室

▽
日
時　
７
月
８
・
22
日（
金
）、

午
前
10
時
30
分
～
11
時
30
分
。

▽
内
容　
ス
ト
レ
ス
解
消
・
健

康
維
持
・
体
力
増
加
の
一
石
三

鳥
。

▽
定
員　
各
先
着
15
人
。

■
会
場　
茂
原
健
康
交
流
セ
ン

タ
ー
（
茂
原
町
）。

■
費
用　
施
設
利
用
料（
実
費
）。

問
茂
原
健
康
交
流
セ
ン
タ
ー
☎

（
654
）２
８
１
５

シ
ニ
ア
世
代
を

元
気
に
い
き
い
き
と
過
ご
す

た
め
の
ヒ
ン
ト
を
探
そ
う

1
シ
ニ
ア
世
代
を
豊
か
に
す
る

ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
支
援
講
座

▽
日
時　
７
月
９
・
23
日（
土
）、

午
前
10
時
～
11
時
。

▽
内
容　
「
シ
ニ
ア
世
代
を
豊

か
に
過
ご
す
た
め
の
ラ
イ
フ
プ

ラ
ン
の
重
要
性
」
と
題
し
た
講

座
。

▽
定
員　
各
先
着
15
人
。

教
室
・
講
座

◎裁判所職員採用一般職試験（裁判所事務官・高卒者区分）　■受験資格　平成 28年 4月 1日現在で高
等学校卒業後 2年以内の人および平成 29年 3月 31 日までに高等学校を卒業する見込みの人。平成 28
年 4月 1日現在で中学校卒業後 2年以上 5年未満の人も受験可。■試験日　9月 11日（日）。■受付期間
▽インターネット申し込み　7月12日午前10時～7月21日▽郵送による申し込み　7月12～ 15日

（消印有効）。■その他　申し込み方法など詳しくは、宇都宮地方裁判所事務局総務課☎（333）0005 へ。

７月の家族介護教室
日　時 会　場 内　容 問い合わせ先

7日（木）午
後1時 30分
～3時30分

豊郷 （岩曽
町）

移乗、歩行介
助のポイント

地域包括支援センター
豊郷
☎（616）1237

11日（月）午
前10時～正午

みどり野自治
会集会所（兵
庫塚2丁目）

認知症を学ぶ
地域包括支援センター
雀宮・五代若松原
☎（688）3371

16日（土）午
後1時 30分
～3時30分

田原コミュニ
ティプラザ（上
田原町）

口腔ケア
田原地域包括支援セ
ンター
☎（672）4811

19日（火）午
後1時 30分
～3時30分

岡本コミュニ
ティプラザ（下
岡本町）

自分らしさを最
後まで 「終
活」について
学ぶ

地域包括支援センター
奈坪
☎（671）2202

19日（火）午
前10時～正午

篠井 （下小
池町）

元気なうちから
介護・遺言に
ついて考える

富屋・篠井地域包括
支援センター
☎（665）7772

21日（木）午
前10時～正午

徳次郎下町公
民館（徳次郎
町）

元気なうちから
介護・遺言に
ついて考える

富屋・篠井地域包括
支援センター
☎（665）7772

生活習慣病の多くは
メタボリックシンドローム

が原因で発症します
■年に 1回は、「あなたのために、家族のため
にみんなで受けよう　特定健康診査」　生活習慣
病とは、運動不足や食べ過ぎ、喫煙といった生
活習慣の積み重ねが原因で発症する病気の総称
です。その中でも、死亡や寝たきりなどにつな
がりやすいのは、血管が詰まりやすくなったこ
とが原因で発症する心臓病や脳卒中です。これ
らは、動脈硬化が原因で、その動脈硬化を進行
させる代表的な要因がメタボリックシンドロー
ムです。寝たきりになると、本人が生活する上
で不自由な思いをするだけでなく、家族などに
も大きな負担がかかります。年に１回の特定健
康診査を受けるようにしましょう。詳しくは、
市国民健康保険加入者＝健康増進課☎（626）
1129、それ以外の人＝ご加入の健康保険へお問

い合わせください。
　なお、メタボリック
シンドロームに該当ま
たは予備群と判定され
た人は、予防・解消の
ため、特定保健指導を
受けましょう。
　一人ひとりの生活に
合わせ、保健師や管理
栄養士などが、食生活
や運動についての具体的なアドバイスを行い、
生活習慣を改善するためのサポートを行います。
■市国民健康保険加入の皆さんへ　40歳以上の
加入者で、勤務先の事業所健診 ･職場健診を受
ける機会のある人は、健診結果を、直接、保険
年金課（市役所１階）☎（632）2316 へ。結果に
応じて、特定保健指導を無料で受けることがで
きます。
問健康増進課☎（626）1129

死因別死亡状況（宇都宮市）

がん
28.9%

心臓病
15.9%脳卒中

10.3%

肺炎
 10.1%

老衰
 5.9%

  29.0%

総死亡者数 4,553 人

平成26年度人口動態統計より

その他
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2
シ
ニ
ア
講
演
会

▽
日
時　
７
月
15
日（
金
）午
後

２
時
～
４
時
。

▽
内
容　
「
笑
っ
て
人
生
さ
さ

え
合
い　
地
域
づ
く
り
の
コ
ツ

と
ツ
ボ
」
と
題
し
た
、
北
沢
正ま

さ

嗣つ
ぐ

さ
ん
（
あ
や
し
家
こ
い
つ
）

に
よ
る
講
演
。

▽
定
員　
先
着
100
人
。

■
会
場　
市
総
合
福
祉
セ
ン
タ

ー
（
中
央
１
丁
目
）。

■
対
象　
お
お
む
ね
50
歳
以
上

の
人
。

■
申
込　
７
月
４
日
か
ら
、
直

接
ま
た
は
電
話・フ
ァ
ク
ス（
住

所
・
氏
名
・
電
話
番
号
を
明
記
）

で
、
み
や
シ
ニ
ア
活
動
セ
ン
タ

ー
☎（
639
）８
５
８
５
、
（
639
）

８
５
７
５
へ
。

統
合
失
調
症

家
族
教
室

▽
日
時　
８
月
18
日
午
前
10
時

～
午
後
３
時
。９
月
１・８
日
、

午
後
１
時
30
分
～
３
時
30
分
。

全
３
回
。

▽
会
場　
保
健
所（
竹
林
町
）。

▽
内
容　
精
神
科
医
師
に
よ
る

病
気
を
正
し
く
理
解
す
る
た
め

の
講
話
、
精
神
障
が
い
者
を
持

つ
家
族
の
話
、
精
神
保
健
福
祉

士
に
よ
る
回
復
を
促
す
家
族
の

接
し
方
・
生
活
障
が
い
と
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
の

講
話
な
ど
。

▽
対
象　
市
内
に
在
住
の
統
合

失
調
症
患
者
の
家
族
。

▽
定
員　
先
着
20
人
。

▽
申
込　
電
話
で
、
保
健
予
防

課
☎（
626
）１
１
１
４
へ
。

後
期
高
齢
者
医
療

被
保
険
者
の

皆
さ
ん
へ

■
被
保
険
者
証
が
更
新
さ
れ
ま

す　
現
在
お
使
い
の
被
保
険
者

証
の
有
効
期
限
は
、
７
月
31
日

で
す
。
新
し
い
被
保
険
者
証
を

７
月
下
旬
に
送
付
し
ま
す
の
で
、

８
月
１
日
以
降
は
新
し
い
被
保

険
者
証
を
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。

有
効
期
限
の
切
れ
た
被
保
険
者

証
は
、
保
険
年
金
課
（
市
役
所

１
階
Ａ
16
窓
口
）、
各
・
・

へ
お
返
し
く
だ
さ
い
。

■
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額

減
額
認
定
証　
診
察
を
受
け
る

際
に
認
定
証
を
医
療
機
関
に
提

示
す
る
と
、
医
療
費
の
支
払
い

を
一
定
額
に
と
ど
め
る
こ
と
が

で
き
、
入
院
時
の
食
事
代
も
減

額
に
な
り
ま
す
。

▽
対
象　
世
帯
全
員
が
住
民
税

非
課
税
の
人
。

▽
申
込　
被
保
険
者
証
と
印
鑑

（
ゴ
ム
印
不
可
）を
お
持
ち
の
上
、

直
接
、
保
険
年
金
課
、
各
・

・
へ
。

▽
そ
の
他　
次
の
全
て
に
該
当

す
る
人
は
、
認
定
証
を
被
保
険

者
証
に
同
封
し
て
送
付
し
ま
す

の
で
、
申
請
の
手
続
き
は
不
要

で
す
。
①
過
去
に
認
定
証
の
交

付
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
②
平

成
28
年
度
の
負
担
区
分
が
低
所

得
区
分
に
該
当
す
る
。

■
平
成
28
年
度
の
保
険
料
額
決

定
通
知
書
を
送
付
し
ま
す

▽
保
険
料
を
納
付
書
や
口
座
振

替
で
納
め
る
人　
７
月
中
旬
に

「
保
険
料
額
決
定
通
知
書
」
と

「
保
険
料
納
入
通
知
書
（
納
付

書
）」
を
送
付
し
ま
す
。
保
険

料
を
納
付
書
で
納
め
る
人
は
、

納
付
書
の
裏
面
に
記
載
し
て
あ

る
金
融
機
関
や
各
な
ど
で
納

め
て
く
だ
さ
い
。

▽
保
険
料
を
年
金
か
ら
の
差
し

引
き
で
納
め
る
人　
７
月
下
旬

に
「
保
険
料
額
決
定
通
知
書
」

と
「
保
険
料
特
別
徴
収
開
始
通

知
書
」
を
送
付
し
、
10
・
12
月
・

平
成
29
年
２
月
に
年
金
か
ら
差

し
引
き
す
る
保
険
料
額
を
お
知

ら
せ
し
ま
す
。

問
保
険
年
金
課
☎（
632
）２
３
０

７

◎シルバー人材センター入会説明会　▽期日・会場　7月 13・27日、8月 10・24日、9月 14・28日＝
市総合福祉センター。7月 21日、8月 18日、9月 15日＝シルバー人材センター北部事業所（白沢町）▽
時間　午前９時～▽申込　開催日の 1週間前までに、電話で、シルバー人材センター宇都宮事務局☎（633）
5300、北部事業所☎（673）8020 へ▽その他　詳しくは、高齢福祉課☎（632）2360 へ。

■納税は便利な口座振替を キ
ャンペーン実施中　9月30日ま
でに国民健康保険税の口座振替
を新規申し込みした人の中から、
抽選で市の特産品などを進呈し
ます。この機会に「簡単・便利」
な口座振替をお申し込みください。
▽対象　期間中に国民健康保険
税の口座振替を新規申し込みし
た人。国民健康保険税に未納が
ある場合は対象外。
▽申込　通帳・銀行届出印・保
険証または納税通知書をお持ち
の上、直接、市内に本支店のあ
る金融機関または保険年金課（市
役所1階Ａ15窓口）へ。なお、
保険年金課では一部金融機関を
除き、キャッシュカードだけで簡
単に申し込みができます。
▽その他　当選者へは12月ごろ
商品を発送します。
問保険年金課☎（632）2324、特
別収納対策室☎（632）2239

徴収担当 ニャンニャ係長　
国民健康保険税の納税スタート

40

1

2

3

4

お
知
ら
せ

国
民
健
康
保
険
税
の

支
払
い
を
忘
れ
て

な
い
か
ニ
ャ
？

ま
た
忘
れ
た
よ

店
が
忙
し
く
て

ど
う
も
忘
れ
ち
ゃ
っ
て
ね

そ
ん
な
人
に
は

口
座
振
替
が

お
勧
め
だ
ニ
ャ

一
度
申
し
込
め
ば

払
い
忘
れ
が

起
き
な
い
ニ
ャ

そして あ
〜
！

口
座
振
替
の
事
を

忘
れ
ち
ゃ
っ
て
た
よ

あ
な
た
の

顔
を
見
た
ら

思
い
出
し
た

す
ま
な
い
ね

口
座
振
替
っ
て

手
の
ひ
ら
に

書
い
と
い
て

く
れ
な
い
か
い
？

昔
の
子
供

み
た
い
だ
ニ
ャ

健
康
・
福
祉

国
保
・
年
金
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福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
活
動

バ
リ
ア
フ
リ
ー
に
優
れ
た

施
設
を
教
え
て
く
だ
さ
い

1
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
活
動
表

彰
（
他
薦
の
み
）

▽
対
象　
市
内
で
次
の
い
ず
れ

か
の
活
動
を
５
年
以
上
継
続
し

て
行
っ
て
い
る
個
人
・
団
体
・
事

業
者
。
①
高
齢
者
・
障
が
い
者

な
ど
の
自
立
と
社
会
参
加
の
た

め
の
支
援
②
福
祉
の
心
の
醸
成

③
高
齢
者
・
障
が
い
者
な
ど
の

生
き
が
い
づ
く
り
④
高
齢
者
・

障
が
い
者
な
ど
の
健
康
づ
く
り

⑤
児
童
の
健
全
育
成
⑥
そ
の
他

福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
に

寄
与
。
た
だ
し
、
福
祉
関
連
の

団
体
の
事
業
は
対
象
外
。
有
志

の
活
動
は
対
象
。

2
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
施
設
表

彰
（
自
薦
可
）

▽
対
象　
市
内
で
「
や
さ
し
さ

を
は
ぐ
く
む
福
祉
の
ま
ち
づ
く

り
条
例
」
の
整
備
基
準
に
適
合

し
、
次
の
全
て
に
該
当
す
る
施

設
の
所
有
者
ま
た
は
管
理
者
。

①
高
齢
者
・
障
が
い
者
な
ど
全

て
の
人
の
利
用
に
配
慮
し
、
バ

リ
ア
フ
リ
ー
に
優
れ
て
い
る
②

高
齢
者
・
障
が
い
者
な
ど
が
利

用
し
や
す
い
よ
う
ソ
フ
ト
面
で

の
対
応
に
努
め
て
い
る
。

　
た
だ
し
、
国
や
地
方
公
共
団

体
の
施
設
、
福
祉
関
連
施
設
は

対
象
外
。

■
申
込　
保
健
福
祉
総
務
課（
市

役
所
２
階
）、
各
・
・
に

置
い
て
あ
る
応
募
用
紙
（
市

か
ら
も
取
り
出
し
可
）
に
必
要

事
項
を
書
き
、
７
月
29
日
ま
で

に
、直
接
、保
健
福
祉
総
務
課
へ
。

■
そ
の
他　
11
月
23
日
開
催
の

宇
都
宮
市
民
福
祉
の
祭
典
で
表

彰
し
ま
す
。

問
保
健
福
祉
総
務
課
☎（
632
）２

９
１
９

人
間
ド
ッ
ク
・
脳
ド
ッ
ク
の

受
診
費
用
の
一
部
を
補
助

1
市
国
民
健
康
保
険
加
入
者

▽
対
象　
受
診
時
に
40
～
74
歳

で
、
国
民
健
康
保
険
税
や
市
税

に
滞
納
が
な
い
人
。

▽
補
助
額　
特
定
健
診
と
人
間

ド
ッ
ク
ま
た
は
脳
ド
ッ
ク
と
の

同
時
受
診
＝
１
万
６
３
３
９
円
、

人
間
ド
ッ
ク
の
み
・
脳
ド
ッ
ク

の
み
受
診
＝
１
万
円
。

▽
申
込　
受
診
前
に
電
話
で
、

「
宇
都
宮
市
国
民
健
康
保
険
で

人
間
ド
ッ
ク
ま
た
は
脳
ド
ッ
ク

の
補
助
希
望
」と
一
言
添
え
て
、

右
の
表
の
健
診
機
関
へ
。

2
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者

▽
対
象　
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
料
や
市
税
に
滞
納
が
な
い
人
。

▽
補
助
金
額　
１
万
円
。

▽
申
込　
受
診
前
に
、電
話
で
、

保
険
年
金
課
☎（
632
）２
３
０
７

へ
。

▽
そ
の
他　
人
間
ド
ッ
ク
の
補

助
に
は
「
健
康
診
査
受
診
券
」

が
必
要
で
す
。
人
間
ド
ッ
ク
の

補
助
を
受
け
た
人
は
「
健
康
診

査
」
を
受
診
す
る
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
。　
　

■
そ
の
他

▽
受
診
後
の
申
し
込
み
不
可
。

▽
右
の
表
に
な
い
機
関
で
受
診

す
る
場
合
に
は
補
助
対
象
外
。

▽
年
度
内
に
人
間
ド
ッ
ク
・
脳

ド
ッ
ク
の
い
ず
れ
か
１
回
の
補

助
。

▽
費
用
額
や
検
査
内
容
な
ど
は
、

直
接
、
各
健
診
機
関
に
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
1
保
険
年
金
課
☎（
632
）２
３

１
６
2
保
険
年
金
課
☎（
632
）２

３
０
７国

民
健
康
保
険
・
協
会

け
ん
ぽ
加
入
者
の
た
め
の

タ
イ
ア
ッ
プ
健
診

▽
日
時　
８
月
30
日（
火
）午
前

９
時
～
10
時
30
分
受
け
付
け
。

▽
会
場　
市
医
療
保
健
事
業
団

健
診
セ
ン
タ
ー
（
竹
林
町
）。

▽
内
容　
特
定
健
康
診
査
（
健

康
診
査
）、が
ん
検
診
（
胃・肺・

大
腸
・
前
立
腺
・
子
宮
・
乳
）、

心
電
図
・
貧
血
・
眼
底
検
査
、

肝
炎
ウ
イ
ル
ス
検
診
、
骨
粗
し

ょ
う
症
検
診
。

▽
対
象　
国
民
健
康
保
険
ま
た

は
協
会
け
ん
ぽ
に
加
入
し
、
市

内
に
住
民
登
録
の
あ
る
40
歳
以

上
の
人
。
た
だ
し
、
子
宮
が
ん

検
診
＝
20
歳
以
上
女
性
、
乳
が

ん
検
診
＝
30
歳
以
上
女
性
、
前

立
腺
が
ん
検
診
＝
50
歳
以
上
男

性
、
骨
粗
し
ょ
う
症
検
診
＝
満

40･

45
・
50
・
55
・
60
・
65
・
70

歳
女
性
。

▽
定
員　
先
着
20
人
。

お
知
ら
せ

◎難病医療生活相談会（消化器系疾患）　▽日時　8月 22日（月）①午後 1時 30分～ 3時②午後 3時～ 4
時 30分▽会場　保健所（竹林町）▽対象　市内に在住する潰瘍性大腸炎・クローン病で治療中の人とそ
の家族など▽内容　①「クローン病の病気の理解と療養生活の注意」と題した、岡田昌浩さん（自治医科
大学附属病院医師）による講演②個別相談（希望者のみ）と交流会▽定員　抽選 30人▽申込　電話で、
保健予防課☎（626）1114 へ。

人間ドック健診機関
健診機関名 電話番号

市医療保健事業団（竹林町） （625）2213
済生会宇都宮病院（竹林町） （643）4441
宇都宮記念病院（大通り 1丁目） （625）7831
うつのみや病院（南高砂町） （688）5522
鷲谷病院（下荒針町） （648）0484
宇都宮セントラルクリニック（屋板町）（657）7302
宇都宮東病院（平出町） （683）5771
ミヤ健康クリニック（ゆいの杜 3丁目）（667）8181
県保健衛生事業団（駒生町） （623）8282
冨塚メディカルクリニック（徳次郎町）（666）2555
関湊記念会クリニック（本町） （643）0990

脳ドック健診機関
健診機関名 電話番号

鷲谷病院 （648）0484
宇都宮セントラルクリニック （657）7302
佐々木記念クリニック（屋板町） （656）7117
藤井脳神経外科病院（中岡本町） （673）6211
星脳神経外科（竹林町） （600）4410
宇都宮東病院 （683）5771
宇都宮記念病院 （625）7831
冨塚メディカルクリニック （666）2555
宇都宮脳脊髄センター（一番町） （633）0201
済生会宇都宮病院 （643）4441
岩曽内科脳神経外科医院（岩曽町） （612）1221
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▽
申
込　
電
話
で
、
市
集
団
健

診
予
約
セ
ン
タ
ー
☎（
611
）１
３

１
１
へ
。

　
な
お
、
協
会
け
ん
ぽ
か
ら
案

内
通
知
が
届
い
た
人
は
、
同
封

の
申
込
書
に
必
要
事
項
を
書
き
、

送
付
で
、
〒
320‐8514
大
通
り
１
丁

目
４
―
22
Ｍ
Ｓ
Ｃ
第
２
ビ
ル
、
協

会
け
ん
ぽ
栃
木
支
部
☎（
616
）

１
６
９
５
へ
。

▽
そ
の
他　
特
定
健
康
診
査
以

外
は
有
料
で
す
。

　
詳
し
く
は
、
受
診
券
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

問
健
康
増
進
課
☎（
626
）１
１
２

９

65
歳
以
上
の
介
護
保
険
料

納
入
通
知
書
を

７
月
１
日
に
発
送

　
納
入
通
知
書
が
届
い
た
ら
内

容
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　
第
１
期
の
納
期
限
は
８
月
１

日
で
す
。

■
介
護
保
険
料
（
65
歳
以
上
）

左
の
表
1
の
通
り
。

■
納
付
方
法　
左
の
表
2
の
通

り
。
納
付
書
に
記
載
の
あ
る
全

国
の
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア

で
納
付
が
で
き
ま
す
。

　
便
利
な
口
座
振
替
も
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

■
介
護
保
険
料
の
徴
収
猶
予
・

減
免

▽
対
象　
次
の
い
ず
れ
か
に
よ

り
保
険
料
の
納
付
が
困
難
と
認

め
ら
れ
る
場
合
。
①
第
１
号
被

保
険
者
ま
た
は
そ
の
世
帯
の
生

計
中
心
者
が
、
災
害
で
住
宅
や

家
財
な
ど
の
財
産
に
著
し
い
被

害
を
受
け
た
②
世
帯
の
生
計
中

心
者
の
収
入
が
、
死
亡
や
長
期

入
院
・
事
業
の
休
廃
止
や
本
人

の
意
思
に
よ
ら
な
い
失
職
・
農

作
物
の
不
作
な
ど
に
よ
り
著
し

く
減
少
し
た
③
そ
の
他
特
別
な

事
情
が
あ
る
。

▽
申
込　
直
接
、
高
齢
福
祉
課

（
市
役
所
２
階
）
へ
。

問
高
齢
福
祉
課
☎（
632
）２
９
０

７
限
度
額
適
用
認
定
証
な
ど
の

更
新
を
お
忘
れ
な
く

　
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て

い
て
、
限
度
額
適
用
認
定
証
な

ど
の
交
付
を
受
け
て
い
る
人
は
、

有
効
期
限
が
７
月
31
日
ま
で
と

な
り
ま
す
。

　
引
き
続
き
利
用
を
希
望
す
る

人
は
、
８
月
中
に
手
続
き
が
必

要
で
す
。

▽
申
込　
国
民
健
康
保
険
被
保

険
者
証
、
世
帯
主
の
印
鑑
（
ゴ

ム
印
不
可
）、
個
人
番
号
の
分

か
る
も
の
（
個
人
番
号
カ
ー
ド

や
個
人
番
号
通
知
カ
ー
ド
）、限

度
額
適
用
認
定
証
、
領
収
書
・

通
帳
な
ど
の
納
付
確
認
が
で
き

る
物
を
お
持
ち
の
上
、
直
接
、

保
険
年
金
課
（
市
役
所
１
階
Ａ

13
窓
口
）、
各
・
・
へ
。

▽
そ
の
他　
８
月
初
め
は
窓
口

が
大
変
混
雑
し
ま
す
。
更
新
手

続
き
は
８
月
末
ま
で
受
け
付
け

て
い
ま
す
の
で
、
可
能
な
人
は

混
雑
時
を
避
け
て
ご
来
庁
く
だ

さ
い
。

問
保
険
年
金
課
☎（
632
）２
３
１

８

◎健康で豊かな人間性を育むために　食育情報コーナー　▽日時　休館日を除く毎日、午前 9時～午後 5
時。入館は午後 4時 30 分まで▽会場　市保健センター（ララスクエア宇都宮 9階）▽内容　「夏休みの
食事とおやつ」をテーマに、食生活習慣のヒント・食に関する情報などのパネル紹介や、パンフレット・
レシピの配布など。問市保健センター☎（627）6666

1介護保険料（65歳以上）
区分 対　　　　象 年額保険料

第 1
段階

生活保護を受けている人。世帯全
員が市民税非課税で老齢福祉年金
を受給している、または本人の前
年中の公的年金等収入額と前年の
合計所得金額の合計額が 80 万円
以下の人

2万 4,400円

第 2
段階

世帯全員が市民税非課税で、本人
の前年中の公的年金等収入額と前
年の合計所得金額の合計額が 80
万円を超え 120 万円以下の人

3万3,600円

第 3
段階

世帯全員が市民税非課税で、第1
段階・第2段階以外の人 4万700円

第 4
段階

世帯に市民税課税者がいて、本人
が市民税非課税で前年中の公的年
金等収入額と前年の合計所得金額
の合計額が 80万円以下の人

4万8,800円

第 5
段階

世帯に市民税課税者がいて、本人
が市民税非課税の人

5万 4,300円
　（月4,531円）

第 6
段階

本人が市民税課税で、前年の合計
所得金額が120万円未満の人 6万5,100円

第 7
段階

本人が市民税課税で、前年の合計
所得金額が 120 万円以上 190 万
円未満の人

7万500円

第 8
段階

本人が市民税課税で、前年の合計
所得金額が 190 万円以上 290 万
円未満の人

8万1,400円

第 9
段階

本人が市民税課税で、前年の合計
所得金額が 290 万円以上 500 万
円未満の人

9万2,300円

第10
段階

本人が市民税課税で、前年の合計
所得金額が 500 万円以上 1,000
万円未満の人

9万7,700円

第11
段階

本人が市民税課税で、前年の合計
所得金額が 1,000 万円以上の人 10万3,100円

▽5月以降に資格取得や喪失があった場合の保険料は、
上の表の年額を月割で計算した額。
▽市民税非課税は、保険料を算定した期日が属する年
度に市民税が課税されていないこと。
▽合計所得金額は、保険料を算定した期日の前年中の
所得の合計。繰越損失がある場合は繰越損失前の金額、
土地建物などの譲渡所得がある場合は特別控除前の金
額で計算。
2介護保険料の納付方法

対　　象 納付方法 納付月
原則として老齢（退職）
・遺族・障害年金の受
給額が年額18万円以
上の人

特別徴収（公的
年金からの差し
引きによる納付）

年金支給月（偶
数月・年 6回）

・原則として公的年金
受給額が年額18万円
未満の人
・平成28年 4月以降
に65歳になった、ま
たは本市に転入した人

普通徴収（納付
書または口座振
替による納付）

7月～翌年2月
の毎月（年8回）

▽年金を年額 18万円以上受給していて、平成 28年度
中に 65 歳になった、または転入してきた人は、年金
からの差し引きによる納付に切り替わるまで、納付書
か口座振替で納付してください。

健
康
・
福
祉

国
保
・
年
金
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熊
本
地
震
の
発
生
に
伴
う

避
難
住
民
の
定
期
予
防
接
種

　
熊
本
県
熊
本
地
方
を
震
源
と

す
る
地
震
の
発
生
に
よ
り
、
本

市
に
避
難
し
て
い
る
被
災
者
に
、

定
期
予
防
接
種
の
費
用
を
助
成

し
ま
す
。
た
だ
し
、
接
種
費
用

の
償
還
払
い
制
度
が
あ
る
自
治

体
に
住
民
登
録
の
あ
る
場
合

は
、
当
該
制
度
を
ご
利
用
く
だ

さ
い
。

　
被
災
者
で
、
市
内
の
医
療
機

関
で
接
種
を
希
望
す
る
場
合
は
、

事
前
に
保
健
所
へ
申
請
が
必
要

で
す
。

　
詳
し
く
は
、
保
健
予
防
課
☎

（
626
）１
１
１
４
へ
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

７
月
は
愛
の
血
液
助
け
合
い

運
動
月
間　
献
血
に
ご
協
力
を

■
200
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
献
血

▽
年
齢　
16
～
69
歳
。

▽
体
重　
男
性
45
キ
ロ
グ
ラ
ム

以
上
、
女
性
40
キ
ロ
グ
ラ
ム
以

上
。

■
400
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
献
血

▽
年
齢　
男
性
17
～
69
歳
、
女

性
18
～
69
歳
。

▽
体
重　
50
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
。

■
成
分
献
血

▽
年
齢　
血
し
ょ
う
＝
18
～
69

歳
、血
小
板
＝
男
性
18
～
69
歳
、

女
性
18
～
54
歳
。

▽
体
重　
男
性
45
キ
ロ
グ
ラ
ム

以
上
、
女
性
40
キ
ロ
グ
ラ
ム
以

上
。

■
そ
の
他　
65
歳
以
上
の
献
血

は
、
60
～
64
歳
に
献
血
の
経
験

が
あ
る
人
に
限
り
ま
す
。
詳
し

く
は
、
県
赤
十
字
血
液
セ
ン
タ

ー

http://www.jrcbc.jp/

へ
。

問
保
健
所
総
務
課
☎（
626
）１
１

０
４

難
病
の
医
療
費
助
成
制
度
の

更
新
手
続
き

　
国
が
指
定
す
る
306
疾
患
の
難

病
お
よ
び
県
の
指
定
す
る
特
定

疾
患
な
ど
で
、
現
在
、
特
定
医

療
費
受
給
者
証
を
お
持
ち
の
人

は
、
９
月
30
日
の
有
効
期
限
が

切
れ
る
前
に
更
新
手
続
き
が
必

要
で
す
。

　
該
当
す
る
人
に
は
、
６
月
下

旬
に
個
別
に
通
知
し
て
い
ま
す

の
で
、
７・
８
月
中
に
更
新
の

手
続
き
を
忘
れ
ず
に
行
っ
て
く

だ
さ
い
。

　
手
続
き
方
法
な
ど
、
詳
し
く

は
、
保
健
予
防
課
☎（
626
）１
１

１
４
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。平

成
28
年
度
国
民
年
金

保
険
料
免
除
・
納
付
猶
予
申
請

1
保
険
料
免
除
制
度　
保
険
料

を
納
め
る
こ
と
が
困
難
な
と
き

は
、
申
請
に
よ
り
、
保
険
料
の

全
額
、
４
分
の
３
、
半
額
、
４

分
の
１
の
い
ず
れ
か
の
免
除
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

▽
対
象　
前
年
所
得
が
一
定
基

準
以
下
、
ま
た
は
失
業
な
ど
で

保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と
が
困

難
な
人
。

2
納
付
猶
予
制
度　
７
月
か
ら

納
付
猶
予
制
度
の
対
象
年
齢
を

30
歳
未
満
か
ら
50
歳
未
満
に
拡

大
し
ま
す
。

▽
対
象　
50
歳
未
満
で
本
人
と

配
偶
者
の
前
年
所
得
が
一
定
基

準
以
下
、
ま
た
は
失
業
な
ど
で

保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と
が
困

難
な
人
。

■
期
間　
７
月
～
平
成
29
年
６

月
。

■
申
込　
年
金
手
帳
、印
鑑（
ゴ

ム
印
不
可
）、
平
成
27
年
１
月

◎フリーダイヤル自殺予防いのちの電話　▽日時　7月 10日（日）午前 8時～ 11日（月）午前 8時（24時
間）▽内容　死にたい・死のうと思っている人や、周囲にこのような人がいるときなどの自殺予防相談
▽フリーダイヤル　☎ 0120（738）556。問栃木いのちの電話事務局☎（622）7970、保健予防課☎（626）
1114

国民健康保険税納税通知書を発送しました
　納税通知書が届いたら内容をご確認ください。社会保険な
ど他の保険に加入した人は、新しい保険証をお持ちの上、直
接、保険年金課（市役所 1階A14窓口）、各 ・ ・ へ。
なお第１期と全期前納の納期限は 8月 1日です。
■税率と課税限度額（年額）　下の表の通り。なお平成 28年
度から課税限度額を変更しました。
■国民健康保険税の税率と課税限度額（年額）

対　　象
医療保険分 後期高齢者

支援金分 介護保険分

75歳未満までの全員 40歳以上
65歳未満

①所得割額 基準所得金額
（※）×6.36％

基準所得金額
（※）×2.55％

基準所得金額
（※）×2.07％

②均等割額
（被保険者1人に付き）2万 5,900円 9,800 円 1万 500 円
③平等割額

（1世帯に付き） 1万 9,000円 7,200 円 6,400 円
課税限度額

（①②③の合計） 52 万円 17万円 16万円

※平成27年中の合計所得金額から基礎控除額33万円を引いた
額■納付方法　▽納付書　納付期限内に、市内に本店・支店
のある金融機関、各 ・ ・ 、コンビニエンスストアへ。
ただし、バーコードがないまたは不鮮明な納付書は、コンビ
ニエンスストアでの取り扱いはできません▽口座振替　通帳・
銀行届出印・保険証または納税通知書をお持ちの上、市内に
本店・支店のある金融機関または保険年金課（市役所 1階Ａ
15窓口）へ。保険年金課では、一部金融機関を除き、キャッ
シュカードだけで申し込み可▽ペイジー納付　金融機関のA
ＴＭとインターネットバンキングで納付できます。詳しくは
市 をご覧ください。
■保険税の軽減　世帯の合計所得金額が一定額以下の場合、
医療保険分・後期高齢者支援金分・介護保険分の均等割額と
平等割額を 7割・5割・2割軽減します（下の表）。なお、平
成 28年度から、5割・2割軽減の基準が変わりました。また、
軽減を受けるためには世帯全員の所得の申告が必要です（申
請は不要）。
■国民健康保険税の軽減の判定基準
軽減割合 平成 27年中の合計所得金額
7割軽減 33 万円以下
5 割軽減 33 万円＋（26.5 万円×被保険者数）以下
2 割軽減 33 万円＋（48万円×被保険者数）以下
■倒産・解雇・雇い止めなどによる失業者のための軽減制度
▽期間　離職の翌日から翌年度末まで▽対象　平成 22年 3
月 31 日以降に離職した 64歳以下（離職時）で、雇用保険の
特定受給資格者または特定理由離職者として失業給付を受け
る人▽軽減額　前年の給与所得を 100 分の 30 として所得割
額を算定▽その他　途中で就職しても引き続き国民健康保険
に加入している間は軽減しますが、脱退すると終了します。
なお、軽減を受けるためには申請が必要です。
■保険税の減免制度　災害、会社の倒産や病気などのため、
大幅な収入の減少により国民健康保険税の納税が困難になっ
たときは、申請により保険税が減免になる場合があります。
ただし、納期限を過ぎた期別の税額は減免の対象になりませ
んので、お早めにご相談ください。
問保険年金課☎（632）2320
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◎自死遺族支援わかちあいの会こもれび　▽日時　7月 2・16 日（土）、午後 2時～ 4時▽会場　とちぎ
福祉プラザ（若草 1丁目）▽内容　大切な人を自死により亡くした人々の思いを分かち合う▽対象　家
族や身近な人を自死で亡くした人▽費用　200 円。問栃木いのちの電話事務局☎（622）7970、保健予防
課☎（626）1114

健　 康　 診　 査（10 月分）
■定期的に健康診査を受診しましょう　生活習慣病などの早期発見・治療の
ために、特定健康診査やがん検診を実施しています。
■個別健診（市内指定医療機関）
▽申込　受診する前に医療機関へお問い合わせください。受診
できる医療機関や健診項目について、詳しくは、市 や健康づ
くりのしおりなどをご覧ください。
■集団健診（地区健診）
▽電話申込　市集団健診予約センター☎（611）1311 へ。
▽インターネット申込　パソコン・スマートフォンから、集団
健診予約システム https://ethroughpass.seagulloffice.com/
utsunomiya-kenkou へアクセス。
10 月特定健康診査・健康診査・各種がん検診（胃がん・肺がん・大腸がんなど）
▽対象　市内在住で40歳以上の人。年齢や性別、加入する医療保険によって、
受診できる項目が異なります。

会　　　　場 期　日　・　受付時間
市保健センター
※無料駐車場はありません。
※自転車は立体駐車場 1階屋内駐輪
場をご利用ください。

1日（土）～3日（月）・6日（木）・8日（土）・9日
（日）・11日（火）・15日（土）・16日（日）・17日（月）
・21日（金）～25日（火）・27日（木）～31日
（月）、午前9時～

市医療保健事業団健診セ
ンター 13日（木）・21日（金）・31日（月）、午前9時～

清原 4日（火）・15日（土）・20日（木）、午前9時～
横川 14日（金）午前9時～
瑞穂野 11日（火）午前9時～
国本 7日（金）・19日（水）、午前9時～
豊郷 30日（日）午前9時～
姿川 3日（月）・16日（日）・24日（月）、午前9時～
雀宮 18日（火）・25日（火）、午前9時～
県体育館 6日（木）・27日（木）、午前9時～
東 17日（月）午前9時～
上河内保健センター 5日（水）午前9時～
河内保健センター 3日（月）・23日（日）、午前9時～
岡本コミュニティプラザ 17日（月）午前9時～
10 月乳がん検診（マンモグラフィ検査・視触診）・子宮がん検診
▽対象　乳がん検診は40歳以上で、昨年度マンモグラフィ検査を受診していな
い人。ただし、30歳代の人は視触診のみ受診可。子宮がん検診は20歳以上の人。

会　　　　場 期　日　・　受付時間
市保健センター 6日（木）午後0時30分～
市医療保健事業団健診センター 21日（金）・31日（月）、午後2時～と3時～
清原 4日（火）・15日（土）・20日（木）、午後2時～
横川 14日（金）午後2時～
瑞穂野 11日（火）午後2時～
国本 5日（水）午後2時～
豊郷 30日（日）午後2時～と3時～
姿川 3日（月）・16日（日）・24日（月）、午後2時～
雀宮 18日（火）・25日（火）、午後2時～
雀宮 南館 5日（水）午前9時～※託児付検診
東 17日（月）午後2時～
10 月乳がん検診（マンモグラフィ検査）
▽対象　乳がん検診は 40 歳以上で、昨年度受診していない人。※検査後、
後日医療機関で視触診の検査が必要です。

会　　　　場 期　日　・　受付時間

市保健センター
2日（日）・3日（月）・8日（土）・11日（火）・15日（土）
・17日（月）・21日（金）・23日（日）・25日（火）・
28日（金）・31日（月）、午後1時～と2時～

市医療保健事業団健診センター 7日（金）・19日（水）、午後1時30分～と2時30分～
■申込時の注意
▽予約は、3カ月先まで可能です。8・9月分の予約状況は、集団健診予約シ
ステム で確認するか、市集団健診予約センター☎（611）1311へお問い合わ
せください。
▽満 70歳以上の人、後期高齢者医療制度加入者、生活保護受給者、市民税非
課税世帯の人は無料です。
▽詳しくは、健康づくりのしおりをご覧ください。
問健康増進課☎（626）1129

▲ ス マ ー ト
フォン・タブ
レット用 QR
コード
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